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【避難者住宅確保・移転サポート事業について】 
  福島県・茨城県・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川及び新潟の各都県で、応急仮設住宅の供与期間終了後の新
たな住まいの確保を支援するため、「避難者住宅確保・移転サポート事業」を実施しています。ご自分で住宅を

見つけられずお困りの方に、物件探しや契約時の書類作成などの支援を行い、生活再建を後押しします。 

 

 

情報紙「縁 joy」は、福島県県外避難者への相談・交流支援事業を活用して 

東日本大震災で被災し、千葉県内で暮らす皆様の不安や悲しみが少しでも軽減されるよう 
そして、被災者に対しての理解が広まることを願って作成･発行しています。 

 

 エ ン  ジョ イ 

忘れない東日本大震災 

－あれから 14年 

3 月 11 日(火)～17 日(月) 
そごう千葉店  地下ギャラリー 

(本館とヨドバシ HD 千葉ビルの連絡通路内) 

東日本大震災から１４年が過ぎ、被災地、

避難者の状況への関心が薄まりつつある中

で、震災後と復旧、復興状況についての写

真の掲示や千葉県内で被災地、被災者支援

の活動を紹介することで、千葉県内に暮ら

す人たちへの理解と支援につながっていく

ことを願い開催いたしました。 

福島県地元新聞社(福島民報社)の報道写真展示 

千葉県内の支援団体活動紹介パネル展示 

エン  ジョイ 

そごう千葉店にて 写真パネル展開催報告 
 

2025.2.7

福島県外に避難されている皆さまの日

頃の不安や悩み事、今後の生活に向けた

相談対応や避難されている皆さま同士が

交流できる場を設けるなど、さまざまな

活動を行っています。 

皆さまのお話を伺い、一緒に考え、少し

でも安心して暮らしていくことが出来る

よう、お手伝いできたらと思っています。

相談窓口へご連絡ください。 

鍋嶋   石井 

【応急仮設住宅の供与終了について】 
大熊町及び双葉町から避難されている方へ応急仮設住宅の供与期間を、令和８年３月３１日まで

で供与を終了します。(県外の民間賃貸住宅、ビレッジハウス及び UR住宅についても、上記のとおり対応いた

だくよう要請しています。) 

ふるさとへの帰還や今後の生活再建に関するご相談については、下記相談ダイヤルまでお問い合わせください。 

 

《問合せ先》     福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル  

☎0120-303-059  

受付時間 午前９時～午後５時(月曜日～金曜日(除く祝日・年末年始)) 

 東北と千葉の出逢いが広がりますよう

に 

 縁  
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福島県から千葉県へ避難されている方の数：1,267名 

（令和 7年 2/１現在） 

参加した皆さんから「みんなと一緒に作ったので楽しかった」「またやりたい」との声が聞かれました。 

⓵住まいの確保に関する電話・訪問による相談対応 ⓶空き物件情報の収集、提供 

⓷不動産業者への同行等による物件探しの支援   ⓸不動産事業者等との契約手続きに関する支援 

⓹運送事業者との契約手続に関する支援(転居が必要な場合) 

⓵応急仮設住宅の供与が継続する世帯 ⓶上記のほか、新たな住宅確保に向けた支援が必要な世帯 

本事業の 

内容 

本事業の 

対象者 

《問合せ先》  特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ  

☎080-5418-7286  

受付時間 午前１０時～午後５時(月曜日～金曜日(除く祝日・年末年始)) 

 

令和６年度 福島県県外避難者への相談・交流支援事業 

主催：特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 
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